令和８年度 ひろしまユニコーン10 CFO BASE
「特許戦略策定・出願支援」支給申請書
令和8年度　ひろしまユニコーン10　CFO BASE「特許戦略策定・出願支援」本申請書の枠は、適宜拡大して使用してください。（作成後本ボックスは削除してください）

支給申請書
令和　　年　　月　　日
広島県商工労働局 イノベーション推進チーム 御中

（申請事業者） ※押印不要 
	所在地 
	〒 - 
 

	企業名/屋号
	 

	代表者職・氏名 
	

	担当者職・氏名 
	

	TEL 
	

	E-mail 
	



　令和8年度ひろしまユニコーン10 CFO BASE「特許戦略策定・出願費用支援」（以下「本支援」という。）募集要項に基づき、次のとおり支給を申請します。

１．申請者基本情報
	所在地
	〒　　　－　　　　


	法人名/屋号
	

	代表者職・氏名
	

	設立（創業）年月日
	令和　　年　　月　　日

	法人登記予定日
（法人ではない場合）
	令和　　年　　月　　日

	直近5年間の
特許出願件数
	国内外を問わず、申請者における直近5年の特許出願件数を記載してください。申請者以外が保有する知的財産権（実施許諾を受けたもの等）は除きます。国内出願からのＰＣＴ国際出願は、１件としてください。
特許出願件数：　　件

	「ひろしまユニコーン10」
プロジェクトにおける
過去採択・支援実績*
	☐　あり（プログラム名：　　　　　　　　　　　　　　　　）
☐　なし


※ 申請者が法人でない場合は、申請時点の事業実施主体が分かるよう、屋号又は氏名を記載してください。
※ 申込時点で法人格がない場合は、募集要項に定めるとおり、原則として令和8年度末までに広島県内に法人登記をおこなう必要があります。
*対象となる「ひろしまユニコーン10」プロジェクトとは、以下のプログラムをいいます。
・令和４年度～令和７年度「ひろしまユニコーン10」アクセラレーションプログラム
・令和６年度～令和８年度「ひろしまユニコーン10」ASIA CO-CREATION PROGRAM
・令和７年度「ひろしまユニコーン10」Hiroshima Launchpad: North America 2025
・令和８年度「ひろしまユニコーン10」BEYOND BORDERS SUPPORT

２．申請内容
（１）申請区分
該当する申請に○を記載してください。
	申請区分
	国内出願
（上限：40万円／負担割合：対象費用の2/3以内）
	

	
	海外出願
（PCT国際出願等を含む）
（上限：60万円／負担割合：対象費用の2/3以内）
	


※ いずれか一方を選択してください。1申請者につき1出願までとなります。

（２）支援対象となる特許
	出願テーマ
	

	出願先（国・地域）
	例：日本、米国、欧州（EPO）、PCT国際出願　等



	出願（予定）日
	令和　　年　　月　　日

	発明者
	

	出願人
	

	出願番号
	出願済みの場合のみ


	対象技術・出願内容の概要
	[bookmark: _GoBack]簡潔に記載してください。詳細資料は任意で添付可。






（３）特許の活用による事業展開の見込み
	以下の「審査項目」の１～３を踏まえ、次の内容について記載してください。
・支援を希望する特許及び、それを活用して実施する事業の内容
・特許を取得・活用する目的及び経営戦略上の必要性（模倣防止、参入障壁形成、資金調達、共同研究、海外展開 等）
・特許を活用した事業成長の見込み
・特許戦略を推進するための体制（知的財産権関連の社内の役割・体制、外部専門家（弁理士、弁護士、支援機関等）の活用状況　等）




	
	審査項目

	1
	特許の活用を通じて、今後の事業成長や競争優位性の確立が期待できるか

	2
	特許の取得目的や役割が明確で、経営戦略と知財戦略が一体で説明されているか

	3
	経営陣が知的財産の重要性を理解しており、知財戦略を重視した外部専門家の活用や組織体制の構築に取り組んでいるか

	4
	特許の取得・活用に新たに取り組む事業者であるか

	5
	広島県内におけるスタートアップ成長モデルとして、他事業者への波及効果が期待できるか

	6
	「ひろしまユニコーン10」プロジェクト過去採択先であるか（加点対象）


















（４）対象経費明細及び支給申請額（税抜き）
	経費区分
	経費額（税抜）

	特許出願料
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	出願審査請求料
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	PCT国際出願に係る費用
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	外国特許庁等への出願費用
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	先行技術調査費用
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	弁理士費用（出願書類作成等）
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	その他、特許の権利化に必要と認められる費用（　　　　　　　　　　　　　　　　）
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	① 対象経費合計（税抜）
	￥
（うち既支払額：￥　　　　　）

	② 支給対象額（①×2/3）
千円未満切捨て
	￥　　　　　　　　　　　　

	③ 支援限度額
※国内出願の場合：40万円
※海外出願の場合：60万円
	￥　　　　　　　　　　　　

	支給申請額
（②と③のいずれか小さい額）
	￥　　　　　　　　　　　　









３．宣誓事項
下記事項について事実と相違ないことを確認し、宣誓します。
☐ 本支援による成果や効果について広島県の取材に応じ、その内容を県のホームページ等で公開する等、モデル企業としての活動に協力することに同意すること。
☐ 広島県内に本社もしくは事業所を有する企業、又は住所もしくは事業所の所在地が広島県内の個人事業主であること。
☐ （申込時点で法人格がない場合は）令和8年度末までに広島県内に法人登記を行うこと。
☐ 「ひろしまユニコーン10」プロジェクトの目的を理解し、本支援活用により事業の更なる成長を目指すこと
☐ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者でないこと。
☐ 本申請書の記載内容並びに添付書類は事実と相違ないこと。

４．提出書類（添付）チェックリスト
☐ 支給申請書（本様式）
☐ 会社概要（任意様式、ピッチ資料等も可としますが、会社概要に相当する情報が含まれる内容としてください）
☐ 見積書、請求書、契約書等支出（予定）額がわかる書類の写し
☐ 領収書、振込受付書等の支出実績がわかる書類の写し（申請時点で支払未完了の場合は添付不要ですが、お支払後速やかに提出ください）
☐ 出願概要や技術内容を補足する参考資料（任意）
以上
1
